
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に固定されたシャーシと、
　前記シャーシによって支持され、モータによって所定方向に昇降可能に駆動されるドラ
イブユニットと、
　前記ドライブユニットによって支持され、ピックアップを有し、前記モータによって前
記ドライブユニットの昇降方向と略直交する方向に移動可能に駆動されるピックアップユ
ニットとを備えたディスク装置であって、
　前記ピックアップユニットは、前記ピックアップユニットの移動方向における一方端か
ら略Ｌ字状に突出して設けられた掛止片を有し、
　前記シャーシは、前記掛止片と前記ピックアップユニットの移動方向において対峙する
部分に、前記掛止片よりも僅かに大きい略Ｌ字状の切り欠き部を前記ドライブユニットの
昇降方向に延設することによって形成された掛止部を有し、
　前記ピックアップユニットの移動方向における前記掛止部の切り欠き部の大きさは、前
記掛止部の上部に比べて下部で大きく、
　前記ピックアップユニットの移動方向における前記掛止部の下部における切り欠き部の
大きさは、前記掛止部の下端に近付くに連れて徐々に大きくなるように形成され、
　前記ドライブユニットが下降した状態において、前記シャーシに設けられた前記掛止部
の下部に前記ピックアップユニットに設けられた前記掛止片が掛合することにより、前記
ピックアップユニットが前記シャーシに対してロックされる、ディスク装置。
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【請求項２】
　装置本体に固定されたシャーシと、
　前記シャーシによって支持され、モータによって所定方向に昇降可能に駆動されるドラ
イブユニットと、
　前記ドライブユニットによって支持され、ピックアップを有し、前記モータによって前
記ドライブユニットの昇降方向と略直交する方向に移動可能に駆動されるピックアップユ
ニットとを備えたディスク装置であって、
　前記ピックアップユニットは、掛止片を有し、
　前記シャーシは、前記掛止片に掛合可能な掛止部を有し、
　

　

　前記ドライブユニットが下降した状態において、前記シャーシに設けられた 掛止部
に前記ピックアップユニットに設けられた 掛止片が掛合することにより、前記ピック
アップユニットが前記シャーシに対してロックされる、ディスク装置。
【請求項３】
　前記ピックアップユニットの移動方向における前記掛止部の切り欠き部の大きさは、前
記掛止部の上部に比べて下部で大きく、
　前記ピックアップユニットの移動方向における前記掛止部の下部における切り欠き部の
大きさは、前記掛止部の下端に近付くに連れて徐々に大きく形成されている、請求項 に
記載のディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえばＤＶＤ（ Digital Versatile Disc）に代表される光ディスクや磁気
ディスク（以下、単にディスクと称する）の再生や記録または消去を行なうためのディス
ク装置に関し、より具体的には、このようなディスク装置に搭載されるピックアップユニ
ットのロック機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、ディスク装置においては、ディスクを搬送するディスクトレイと、ディスクトレ
イの搬送方向に略垂直な方向に昇降可能なドライブユニットとが装置本体に設けられる。
ドライブユニットには、ディスクの記録または再生を行うピックアップを有したピックア
ップユニットと、ピックアップユニットをディスクの径方向に移動させるモータとが設け
られる。
【０００３】
　モータには複数のギヤから成る伝達手段が取付けられ、モータの駆動力を減速して伝達
する。伝達手段がピックアップユニットに形成されたラックと噛合することにより、モー
タによってピックアップユニットが移動できるようになっている。
【０００４】
　また、伝達手段は、装置本体側に配された昇降手段と噛合可能になっている。昇降手段
は、ドライブユニットとカム係合し、ディスクトレイの搬送方向およびドライブユニット
の昇降方向と略直交する方向に移動できる。これにより、ドライブユニットが昇降する。
さらに、伝達手段は、ディスクトレイに形成されたラックと噛合可能になっており、所定
のタイミングにおいて伝達手段とディスクトレイとが連結してモータの駆動力がディスク
トレイに伝達されるようになっている。
【０００５】
　上記構成のディスク装置において、ディスクトレイにディスクが載置されると、モータ
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前記掛止片は、前記ピックアップユニットの移動方向における前記ピックアップユニッ
トの一方端から略Ｌ字状に突出して設けられ、

前記掛止部は、前記掛止片と前記ピックアップユニットの移動方向において対峙する部
分の前記シャーシに、前記掛止片よりも僅かに大きい略Ｌ字状の切り欠き部を前記ドライ
ブユニットの昇降方向に延設することによって形成され、

前記
前記

２



の駆動によりディスクトレイがディスク装置内に搬入される。ディスクトレイが所定位置
に配されるとディスクトレイと伝達手段との連結が解除され、昇降手段と伝達手段とが連
結される。昇降手段はディスクトレイの搬送方向に垂直な方向に移動し、ドライブユニッ
トを上昇させる。これにより、ドライブユニットに設けられたチャック部にディスクが係
合する。
【０００６】
　ディスクがチャックされると、伝達手段と昇降手段との連結が解除され、伝達手段はピ
ックアップユニットと連結される。これにより、ピックアップユニットがディスクの径方
向へ移動可能になり、ディスクの所定位置で記録または再生を行うことができる。また、
ディスクを取り出す際には上記と逆の動作が行われる。
【０００７】
　上記構造のディスク装置においては、ディスクトレイが引き出された状態においてピッ
クアップユニットが移動できないようにロック機構によってロックすることが必要になる
。ピックアップユニットをロックすることにより、モータに対するピックアップユニット
のスタート位置が決定できるため、ディスク装置が揺動することによってピックアップ装
置が位置ずれを起こし、それに伴って生じる動作不良を未然に防止することが可能になる
。
【０００８】
　このピックアップユニットのロック機構としては、たとえば、特開２００３－８５８５
５号公報（特許文献１）や特開２００２－３２９３６１号公報（特許文献２）、特開２０
００－１１５１１号公報（特許文献３）、実用新案登録第３０９５６８８号公報（特許文
献４）等に開示のものが知られている。このうち、上記特許文献３には、ドライブユニッ
トの下降時にピックアップユニットに噛合するレバー部材を弾性体により付勢してピック
アップユニットがロックされる構成のロック機構が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－８５８５５号公報
【特許文献２】特開２００２－３２９３６１号公報
【特許文献３】特開２０００－１１５１１号公報
【特許文献４】実用新案登録第３０９５６８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献３に開示のディスク装置によると、ピックアップユニット
をロックするためにレバー部材および弾性体を必要とするため、部品点数が多くなるとと
もに装置が大型化するという問題があった。また、その他の特許文献１、２および４に開
示のディスク装置おいても、装置構成が複雑化したり、部品点数が増加したりするという
課題を有している。
【００１０】
　したがって、本発明は、上述の問題点を解決すべくなされたものであり、部品点数を削
減できるとともに装置の小型化が可能であり、かつ簡素な構成でピックアップユニットの
ロック機構が構成し得るディスク装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の局面に基づくディスク装置は、装置本体に固定されたシャーシと、上記
シャーシによって支持され、モータによって所定方向に昇降可能に駆動されるドライブユ
ニットと、上記ドライブユニットによって支持され、ピックアップを有し、上記モータに
よって上記ドライブユニットの昇降方向と略直交する方向に移動可能に駆動されるピック
アップユニットとを備えるものである。上記ピックアップユニットは、上記ピックアップ
ユニットの移動方向における一方端から略Ｌ字状に突出して設けられた掛止片を有し、上
記シャーシは、上記掛止片と上記ピックアップユニットの移動方向において対峙する部分
に、上記掛止片よりも僅かに大きい略Ｌ字状の切り欠き部を上記ドライブユニットの昇降
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方向に延設することによって形成された掛止部を有する。上記ピックアップユニットの移
動方向における上記掛止部の切り欠き部の大きさは、上記掛止部の上部に比べて下部で大
きく、上記ピックアップユニットの移動方向における上記掛止部の下部における切り欠き
部の大きさは、上記掛止部の下端に近付くに連れて徐々に大きくなるように形成されてい
る。そして、上記ドライブユニットが下降した状態において、上記シャーシに設けられた
上記掛止部の下部に上記ピックアップユニットに設けられた上記掛止片が掛合することに
より、上記ピックアップユニットが上記シャーシに対してロックされるように構成される
。
【００１２】
　このように、ピックアップユニットのロック機構を、ドライブユニットが下降した状態
においてピックアップユニットとシャーシとが掛合する構成にて実現することにより、従
来に比してロック機構を大幅に簡素化できようになるとともに少ない部品点数でロック機
構を構成することが可能になる。このため、製造コストが大幅に削減できるとともに装置
を小型化することが可能になる。
【００１３】
　また、ピックアップユニットに設けられる掛止片を略Ｌ字状とし、この掛止片に掛合す
る略Ｌ字状の切り欠き部からなる掛止部をシャーシに設ける構成とすることにより、ドラ
イブユニットの昇降動作にあわせてピックアップユニットのロックおよびロックの解除が
行なえるようになる。
【００１４】
　さらには、掛止部の下部における切り欠き部の大きさを掛止部の下端に向かうに連れて
大きくなるように徐々に変化させることにより、樹脂材料を原料としてシャーシを射出成
形にて形成した場合に、成形したシャーシを金型から容易に抜くことが可能になるため、
作業性の改善および歩留まりの向上が期待できるようになる。
【００１５】
　本発明の第２の局面に基づくディスク装置は、装置本体に固定されたシャーシと、上記
シャーシによって支持され、モータによって所定方向に昇降可能に駆動されるドライブユ
ニットと、上記ドライブユニットによって支持され、ピックアップを有し、上記モータに
よって上記ドライブユニットの昇降方向と略直交する方向に移動可能に駆動されるピック
アップユニットとを備えるものである。上記ピックアップユニットは掛止片を有し、上記
シャーシは上記掛止片に掛合可能な掛止部を有する。

そして、上記ドラ
イブユニットが下降した状態において、上記シャーシに設けられた掛止部に上記ピックア
ップユニットに設けられた掛止片が掛合することにより、上記ピックアップユニットが上
記シャーシに対してロックされるように構成される。
【００１６】
　このように、ピックアップユニットのロック機構を、ドライブユニットが下降した状態
においてピックアップユニットとシャーシとが掛合する構成にて実現することにより、従
来に比してロック機構を大幅に簡素化でき ようになるとともに少ない部品点数でロック
機構を構成することが可能になる。

このため、
製造コストが大幅に削減できるとともに装

置を小型化することが可能になる。
【００１９】
　上記本発明の第２の局面に基づくディスク装置にあっては、上記ピックアップユニット
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上記掛止片は、上記ピックアップユ
ニットの移動方向における上記ピックアップユニットの一方端から略Ｌ字状に突出して設
けられる。上記掛止部は、上記掛止片と上記ピックアップユニットの移動方向において対
峙する部分の上記シャーシに上記掛止片よりも僅かに大きい略Ｌ字状の切り欠き部を上記
ドライブユニットの昇降方向に延設することによって形成されている。

る
また、上記のように、ピックアップユニットに設けら

れる掛止片を略Ｌ字状とし、この掛止片に掛合する略Ｌ字状の切り欠き部からなる掛止部
をシャーシに設ける構成とすることにより、ドライブユニットの昇降動作にあわせてピッ
クアップユニットのロックおよびロックの解除が行なえるようになる。 確実な
ロック動作が簡素な構成にて実現されるため、



の移動方向における上記掛止部の切り欠き部の大きさを上記掛止部の上部に比べて下部で
大きく構成することが好ましい。そして、この場合、上記ピックアップユニットの移動方
向における上記掛止部の下部における切り欠き部の大きさが上記掛止部の下端に近付くに
連れて徐々に大きくなるように構成することが好ましい。
【００２０】
　このように構成することにより、樹脂材料を原料としてシャーシを射出成形にて形成し
た場合に、成形したシャーシを金型から容易に抜くことが可能になるため、作業性の改善
および歩留まりの向上が期待できるようになる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、部品点数を削減できるとともに装置の小型化が可能であり、かつ簡素
な構成でピックアップユニットのロック機構が構成し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施の形態について、図を参照して説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の一実施の形態におけるディスク装置の内部構成を示す平面図である。
また、図２は、図１に示すディスク装置における要部を示す分解斜視図である。
【００２４】
　図１および図２に示すように、本実施の形態におけるディスク装置１は、シャーシ２を
有している。シャーシ２には、ディスクトレイ３とドライブユニット４とが取付けられて
いる。ディスクトレイ３は、シャーシ２によって移動自在に支持されており、図中矢印
方向に移動可能である。ドライブユニット４の一対の側面にはそれぞれピン４ｂが設けら
れており、このピン４ｂはシャーシ２に設けられた軸受け部によって軸支される。これに
より、ドライブユニット４は、ピン４ｂを軸にシャーシ２によって昇降自在に支持され、
図中矢印Ｚ方向（図１において紙面に垂直な方向）に昇降可能である。
【００２５】
　ドライブユニット４には、チャック部であるターンテーブル７が組付けられている。タ
ーンテーブル７は、ドライブユニット４が昇降することにより、ディスクトレイ３に載置
されたディスク２０の孔部２１に係脱する。これにより、ディスク２０がターンテーブル
７によってチャックされたり、あるいはチャックされていたディスク２０がリリースされ
たりする。
【００２６】
　ドライブユニット４には、ピックアップ６が固定されたピックアップユニット５がター
ンテーブル７の中心線上に設けられている。ピックアップユニット５は、ドライブユニッ
ト４に設けられたガイドシャフト１５によって図中矢印 方向に移動自在に支持されてい
る。なお、ピックアップ６は、レーザ光をディスク２０の情報記録トラックに照射するこ
とにより、ディスク２０の再生や記録等を行なう装置である。
【００２７】
　ピックアップユニット５の側方には、モータ８およびこのモータ８の駆動力を伝達する
複数のギヤ１０，１１，１２からなる伝達部９が配設されている。伝達部９の一部である
ギヤ１０は、ピックアップユニット５に形成されたラック５ａに噛合可能に配設されてい
る。これにより、モータ８の駆動力によってピックアップユニット５が図中矢印 方向に
移動する。また、伝達部９の一部であるギヤ１２は、シャーシ２に取付けられたトレイギ
ヤ１３に連結されている。トレイギヤ１３は、ディスクトレイ３に形成されたラック３ａ
に噛合可能に配設されている。これにより、モータ８の駆動力によってディスクトレイ３
が図中矢印 方向に移動する。
【００２８】
　シャーシ２には、昇降手段であるカムスライダ１８が図中矢印 方向に移動可能に取付
けられている。カムスライダ１８には、トレイギヤ１３に噛合可能なラック１８ａと、ド
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ライブユニット４に設けられたボス４ａに係合するカム溝１８ｂと、ディスクトレイ３の
下面に設けられたカム溝３ｂに係合するカム突起１８ｃと、ピックアップユニットに設け
られたカム突起５ｂに係合するカム溝１８ｄとが設けられている。
【００２９】
　カムスライダ１８は、ラック１８ａとトレイギヤ１３とが噛合することにより、モータ
８の駆動力によって図中矢印 方向に移動する。また、カムスライダ１８は、カム突起１
８ｃとディスクトレイ３に設けられたカム溝３ｂとの係合により、ディスクトレイ３の図
中矢印Ｘ方向の移動にあわせて図中矢印Ｙ方向に移動する。
【００３０】
　一方、ドライブユニット４は、ボス４ａとカムスライダ１８に設けられたカム溝１８と
の係合により、カムスライダ１８の図中矢印Ｙ方向の移動にあわせて図中矢印Ｚ方向に昇
降する。また、ピックアップユニット５は、カム突起５ｂとカムスライダ１８に設けられ
たカム溝１８ｄとの係合により、カムスライダ１８の図中矢印Ｙ方向の移動にあわせて図
中矢印Ｘ方向に移動する。
【００３１】
　ピックアップユニット５のカムスライダ１８側の先端には、Ｌ字状の掛止片５ｃが突設
されている。一方、シャーシ２の上記掛止片５ｃとピックアップユニット５の移動方向に
おいて対峙する部分には、上記掛止片５ｃよりも僅かに大きいＬ字状の切り込み部がドラ
イブユニット４の昇降方向に延設されている。これにより、シャーシ２にＬ字状の切り欠
き部を有する掛止部２ａが形成されている。
【００３２】
　この掛止部２ａは、上記掛止片５ｃと掛合可能に形成されている。この掛止片５ｃおよ
び掛止部２ａは、ドライブユニット４が下降した状態において掛合し、ドライブユニット
４が上昇した状態において掛合が解除される。すなわち、ドライブユニット４が下降した
状態においてのみピックアップユニット５をシャーシ２に対してロックし、ピックアップ
ユニット５の移動を制限する。
【００３３】
　図３は、本実施の形態におけるディスク装置のピックアップユニットのロック機構の構
成および動作を説明するための模式断面図である。以下においては、図１ないし図３を参
照して、上記構成のディスク装置１の動作およびロック機構の動作について詳細に説明す
る。
【００３４】
　モータ８を作動させることにより、モータ８の駆動力を伝達する伝達部９である各ギヤ
１０，１１，１２、およびトレイギヤ１３が回転駆動される。ディスクトレイ３がディス
ク装置１の装置本体内部に収容された状態においては、ギヤ１０とピックアップユニット
５のラック５ａとが噛合しており、これによってモータ８の正逆回転によりピックアップ
ユニット５がディスク２０の径方向（図中矢印 方向）に往復動し、ピックアップ６が所
定位置に配される。
【００３５】
　このとき、カムスライダ１８は、図１において下方（すなわち、トレイギヤ１３と遠ざ
かる方向）に配されており、ドライブユニット４は、カム溝１８ｂとボス４ａとの係合に
よって上昇位置に配されている。それにより、ディスク２０がターンテーブル７によって
チャックされている。なお、この状態において、トレイギヤ１３とディスクトレイ３に設
けられたラック３ａとの噛合は解除されており、また、トレイギヤ１３とカムスライダ１
８に設けられたラック１８ａとの噛合も解除されている。
【００３６】
　ディスク２０を搬出する際（ディスクトレイ３を装置外に引き出す際）には、図１およ
び図３を参照して、モータ８が作動することによって回転駆動されたギヤ１０によってピ
ックアップユニット５がカムスライダ１８側に向かって（図３（ａ）中矢印Ｘ１方向に向
かって）移動する。この移動に伴ってピックアップユニット５に設けられたカム突起５ｂ
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と、カムスライダ１８に設けられたカム溝１８ｄとが噛合する（図３（ｂ）参照）。この
カム溝１８ｄとカム突起５ｂとの噛合により、カムスライダ１８がカム突起５ｂに案内さ
れて図１において上方（すなわち、トレイギヤ１３に近付く方向）に移動する。これによ
り、カムスライダ１８のラック１８ａとトレイギヤ１３とが噛合する。
【００３７】
　そして、トレイギヤ１３によってカムスライダ１８がさらに移動することにより、カム
スライダ１８に設けられたカム溝１８ｂに案内されてドライブユニット４が下降する。こ
のドライブユニット４の下降により、ターンテーブル７によるディスク２０のチャックが
解除される。
【００３８】
　また、この際、図３（ｃ）に示すように、ピックアップユニット５に設けられた掛止片
５ｃがシャーシ２に設けられた掛止部２ａの切り欠き部内に進入し、掛止片５ｃと掛止部
２ｂとの掛合が実現される。これにより、シャーシ２に対してピックアップユニット５が
ロックされ、その移動が制限されるようになる。このため、ピックアップユニット５の位
置ずれが防止される。
【００３９】
　また、これと同時に、カムスライダ１８のカム突起１８ｃとディスクトレイ３のカム溝
３ｂとの噛合により、ディスクトレイ３が僅かに引き出される。これによって、トレイギ
ヤ１３とディスクトレイ３のラック３ａとが噛合し、トレイギヤ１３によってディスクト
レイ３が着脱位置にまで引き出される。
【００４０】
　ディスク２０を搬入する際（ディスクトレイを装置本体内部に収容する際）には、イジ
ェクトボタン（図示せず）を押下することにより、モータ８が回転し、上記搬出動作と逆
の動作を行なうことにより、ディスクトレイ３が装置本体内部に搬入されてディスク２０
がターンテーブル７によってチャックされる。
【００４１】
　以上において説明した構成を採用することにより、従来に比してロック機構を大幅に簡
素化できようになるとともに少ない部品点数でロック機構を構成することが可能になる。
このため、製造コストが大幅に削減できるとともに装置を小型化することが可能になる。
また、ドライブユニットの昇降動作にあわせてピックアップユニットのロックおよびロッ
クの解除が行なえるようになるため、確実にピックアップユニットをロックすることが可
能になる。その結果、モータに対するピックアップユニットのスタート位置が決定できる
ため、ディスク装置が揺動下場合にもピックアップ装置が位置ずれを起こすことがなくな
り、動作不良が発生しなくなる。
【００４２】
　図４は、上述の構成のディスク装置において、シャーシに形成する掛止部のより好適な
形状を示す模式断面図である。図４（ａ）に示す変形例では、図示のように掛止部２ａ１
の下部をテーパ形状とし、ピックアップユニット５の移動方向における掛止部２ａ１の切
り欠き部の大きさを、上部に比べて下部で大きくなるように形成している。そして、ピッ
クアップユニット５の移動方向における掛止部２ａ１の下部における切り欠き部の大きさ
を、掛止部２ａ１の下端に近付くに連れて徐々に大きくなるように形成している。
【００４３】
　図４（ｂ）に示す他の変形例では、図示のように掛止部２ａ２の下部を曲面形状とし、
ピックアップユニット５の移動方向における掛止部２ａ２の切り欠き部の大きさを、上部
に比べて下部で大きくなるように形成している。そして、ピックアップユニット５の移動
方向における掛止部２ａ２の下部における切り欠き部の大きさを、掛止部２ａ２の下端に
近付くに連れて徐々に大きくなるように形成している。
【００４４】
　通常、シャーシ２は樹脂材料を原料とした射出成形にて形成される場合が多いため、上
述の如くの掛止部２ａ１，２ａ２とすることにより、射出成形工程において、成形したシ
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ャーシを金型から容易に抜くことが可能になる。そのため、射出成形工程の作業性の改善
および歩留まりの向上が期待できる。
【００４５】
　上述の一実施の形態においては、ディスク装置としてディスクトレイを有するトレイタ
イプのものを例示して説明を行なったが、本発明は、ディスクトレイを有しないスロット
インタイプのディスク装置にも当然に適用することが可能である。
【００４６】
　また、本発明は、ＣＤ、ＣＤ－ＲＯＭ（ Compact Disc-Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ
（ Compact Disc-Recordable）、ＣＤ－ＲＷ（ Compact Disc-Rewritable）、ＤＶＤ、ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ（ Digital Versatile Disc-Read Only Memory）、ＤＶＤ－Ｒ（ Digital Versa
tile Disc-Recordable）、ＤＶＤ－ＲＷ（ Digital Versatile Disc-Rewritable）などの
ディスク状記録媒体を対象とするあらゆるディスク装置に適用が可能である。また、本発
明は、単体で設置される外付けのディスク装置のみならず、他の装置にアセンブリとして
組み込まれるディスク装置にも当然に適用可能である。
【００４７】
　このように、今回開示した上記一実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なも
のではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって画定され、また特許請求の範
囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施の形態におけるディスク装置の内部構成を示す平面図である。
【図２】図１に示すディスク装置の要部を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の 実施の形 おけるディスク装置のピックアップユニットのロック機
構の構成および動作を説明するための模式断面図である。
【図４】本発明の一実施の形態におけるディスク装置において、シャーシに形成する掛止
部の形状のより好適な例を示す模式断面図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１　ディスク装置、２　シャーシ、２ａ，２ａ１，２ａ２　掛止部、３　ディスクトレ
イ、３ａ　ラック、３ｂ　カム溝、４　ドライブユニット、４ａ　ボス、４ｂ　ピン、５
　ピックアップユニット、５ａ　ラック、５ｂ　カム突起、５ｃ　掛止片、６　ピックア
ップ、７　ターンテーブル、８　モータ、９　伝達部、１０～１２　ギヤ、１３　トレイ
ギヤ、１５　ガイドシャフト、１８　カムスライダ、１８ａ　ラック、１８ｂ　カム溝、
１８ｃ　カム突起、１８ｄ　カム溝、２０　ディスク、２１　孔部。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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